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第３章 具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について 

１．各教科等について 

各教科における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」として、以

下のような活動が挙げられます（「★」はこの中でも特にリスクの高いもの）。 

・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループ

ワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等

の管楽器演奏」（★） 

・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や

鑑賞の活動」 

・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

（★） 

・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み合ったり

接触したりする運動」（★） 

 

【レベル３地域】 

上記の活動は、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い」ことから、行わない

ようにします。 

 

【レベル２地域】 

上記の活動は、可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施

することを検討します。すなわち、これらの活動における、児童生徒の「接触」「密集」

「近距離での活動」「向かい合っての発声」 

について、可能なものは避け、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回数や

時間を絞るなどして実施します。この場合にも、（★）を付した活動については特にリス

クが高いことから、実施について慎重に検討します。 

その際には、以下の点にも留意します。 

・できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないこと。 

・器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の適切な消毒や手洗いを行わせるこ

と。 

・体育の授業に関し、医療的ケア児及び基礎疾患児の場合や、保護者から感染の不安に

より授業への参加を控えたい旨の相談があった場合等は、授業への参加を強制せず

に、児童生徒や保護者の意向を尊重すること。また、体育の授業は、感染者が発生し
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ていない学校であっても、児童生徒や教職員の生活圏（通学圏や、発達段階に応じた

日常的な行動範囲等）におけるまん延状況を踏まえて、授業の中止を判断すること。 

・体育の授業は、当面の間、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施するこ

と。ただし気温が高い日などは、熱中症に注意すること。体育館など屋内で実施する

必要がある場合は、特に呼気が激しくなるような運動は避けること。 

・体育の授業におけるマスクの着用については必要ありませんが、体育の授業における

感染リスクを避けるためには、児童生徒の間隔を十分確保するなど別添２の事務連

絡（「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」（令和２年５月 21 

日））を踏まえた取扱いとしてください。 

・水泳については、別添資料３の事務連絡（「今年度における学校の水泳授業の取扱い

について」（令和２年５月 22 日））を参照してください。 

・教育委員会は、地域の感染状況を踏まえつつ、上記の「感染症対策を講じてもなお感

染のリスクが高い学習活動」についての各学校における実施状況を把握し、仮に感染

症対策が十分でないと判断する場合には、必要な指導・助言を行うとともに、地域内

の他の学校にも注意喚起を行うこと。 

 

【レベル１地域】 

上記の「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」については、可能な

限り感染症対策を行った上で実施することを検討します。その際には、レベル２地域にお

ける留意事項も、可能な範囲で参照します。 

なお、特別支援学校等における自立活動については、教師と児童生徒や児童生徒同士が

接触するなど、感染リスクが高い学習活動も考えられます。個別の指導計画に基づく自立

活動の一つ一つの具体的な指導内容について、実施の要否や代替できる指導内容につい

て検討するなどの見直し等を行い、適切な配慮を行った上で実施してください。 

 

２．部活動 

地域の感染状況に応じて以下の通り取り組みます。 

【レベル３地域】 

可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、なるべく個人での活動とし、

少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動します。密集する運動や近距離で組み

合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動は行わない

ようにします。 

 

【レベル２地域】 

可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施することを検
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討します。密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい

合って発声したりする活動の実施は慎重な検討が必要です。 

なお、相当の期間において感染者が確認されていない地域にあっては、可能な限り感染

症対策を行った上で通常の活動に移行することが考えられます。他方、直近の一週間にお

いて感染者が確認されている地域にあっては、より慎重な検討が必要です。 

 

【レベル１地域】 

可能な限り感染症対策を行った上で通常の活動を行います。 

（全体を通じての留意事項） 

・運動不足の生徒もいると考えられるため、生徒の怪我防止には十分に留意すること。ま

た、生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休

養するよう指導すること。 

・生徒の健康・安全の確保のため、生徒だけに任せるのではなく、教師や部活動指導員等

が活動状況を確認すること。 

・活動時間や休養日については、部活動ガイドラインに準拠するとともに、実施内容等に

十分留意すること。特に分散登校を実施する学校では、ガイドラインよりも短い時間の

活動にとどめるなど、分散登校の趣旨を逸脱しないよう限定的な活動とすること。 

・活動場所については、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施することが望

ましいこと。ただし気温が高い日などは、熱中症に注意すること。体育館など屋内で実

施する必要がある場合は、こまめな換気や消毒液の使用（消毒液の設置、生徒が手を触

れる箇所の消毒）を徹底すること。また、長時間の利用を避け、十分な身体的距離を確

保できる少人数による利用とすること。特に、屋内において多数の生徒が集まり呼気が

激しくなるような運動や大声を出すような活動等は絶対に避けること。 

・用具等については、使用前に消毒を行うとともに、生徒間で不必要に使い回しをしない

こと。 

・部室等の利用については、短時間の利用とし一斉に利用することは避けること。 

・運動部活動の実施に当たっては、体育の授業における留意事項（P28）を踏まえること。 

運動部活動でのマスクの着用については、体育の授業における取扱いに準じること。 

以上のほか、文部科学省作成のＱ＆Ａ6で示している内容に留意すること。 

 


